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○　

船
員
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納

船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

 
 

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
八　

（
略
）

一
～
八　

（
略
）

九　

生
存
講
習
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
） 

る
者　

一
万
六
千
八
百
円

十　

消
火
講
習
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者　

五
万
六
千
九
百
円

十
一
～
十
三　

（
略
）

九
～
十
一　

（
略
）
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○　

船
員
法
に
基
づ
く
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

船
員
法
に
基
づ
く
登
録
生
存
講
習
機
関
等
に
関
す
る
政
令

船
員
法
に
基
づ
く
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
政
令

（
登
録
生
存
講
習
機
関
等
の
登
録
の
有
効
期
間
） 

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
） 

第
一
条　

船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
（
法

第
一
条　

船
員
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
条
の
十
三
第
一

第
八
十
三
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
条
の

項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。 

十
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
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○　

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
登
録
海
技
免
状
更
新
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
海
技
免
状
更
新
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
条　

法
第
十
七
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

第
三
条　

法
第
十
七
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

 
 

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

 
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

第
十
七
条
の
二
第

第
十
七
条
の
十
一 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

 
 

二
項
第
二
号
、
第

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 

十
七
条
の
十
四
及

 

十
一 

 

び
第
十
七
条
の
十

 
 

 

五
第
四
号

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の 

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

 

二
項
第
三
号 

実
施
に
関
す
る
事
務
（

の
実
施
に
関
す
る
事
務 

二
項
第
三
号
及
び

 

の 

 

以
下
「
登
録
海
技
免
許

第
三
項
第
三
号 

 

講
習
事
務
」
と
い
う
。

 

）

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

 

二
項
第
三
号
及
び

務 

事
務 

 

第
三
項
第
四
号
、

 
第
十
七
条
の
四
（

 
見
出
し
を
含
む
。

 

）
、
第
十
七
条
の

 

七
（
見
出
し
を
含

 

む
。
）
、
第
十
七

 

条
の
十
か
ら
第
十
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七
条
の
十
二
ま
で

 

、
第
十
七
条
の
十

 

三
第
一
項
並
び
に

 

第
十
七
条
の
十
四

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を 

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

 

三
項
第
二
号 

行
う
者
（
以
下
「
登
録

を
行
う
者 

三
項
第
二
号 

 

を 

 
 

海
技
免
許
講
習
実
施
機

 
 

 
 

 
関
」
と
い
う
。
）

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習 

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
実

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

 

三
項
第
三
号 

 
 

三
項
第
二
号
、
第

施
機
関 

実
施
機
関 

 
 

十
七
条
の
四
、
第

 
 

 

十
七
条
の
五
、
第

 

十
七
条
の
六
第
一

 

項
、
第
十
七
条
の

 

七
か
ら
第
十
七
条

 

の
十
二
ま
で
、
第

 

十
七
条
の
十
三
第

 

一
項
及
び
第
十
七

 

条
の
十
四

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

三
項
第
四
号

務

の
実
施
に
関
す
る
事
務

 

第
十
七
条
の
三
第

前
二
条

前
条
及
び
第
十
七
条
の
十

第
十
七
条
の
三
第

前
二
条

第
十
七
条
の
十
六
及
び
第

 

二
項

六

二
項

十
七
条
の
十
七
に
お
い
て

 

準
用
す
る
第
十
七
条
の
二

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

 
 

 
 

び
第
十
七
条
の
九 

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 

二
第
一
項

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

第
十
七
条
の
五 

第
十
七
条
の
二
第
三
項

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

 
 

 

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
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で 

二
第
三
項
第
二
号
か
ら
第

 

五
号
ま
で

 
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

第
十
七
条
の
六
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
海
技
免
状
更
新
講
習

 
 

 

一
項 

務
の 

事
務
の 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十 

第
十
七
条
の
四 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

 
 

 
 

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
） 

（
削
る
）

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

第
一
号 

第
一
号
又
は
第
三
号 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

二
第
二
項
第
一
号
又
は
第

三
号

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
五
か
ら
第

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

第
二
号 

十
七
条
の
七
ま
で
、
第

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

十
七
条
の
八
第
一
項
又

五
か
ら
第
十
七
条
の
七
ま

は
次
条 

で
、
第
十
七
条
の
八
第
一

項
又
は
第
十
七
条
の
十
二

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
八
第
二
項

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

 
 

第
三
号 

各
号 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

八
第
二
項
各
号

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
一

前
二
条 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

第
四
号 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

九
及
び
第
十
七
条
の
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
四

第
十
七
条
の
七 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

及
び
第
十
七
条
の

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

十
五
第
三
号

七

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
五

第
十
七
条
の
五 

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い
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第
二
号 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
十
五

前
条

第
十
七
条
の
十
七
に
お
い

第
五
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

十
四

 
 

（
登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
条　

法
第
十
七
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

第
四
条　

法
第
十
七
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

 
 

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

 
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

替
え
る
規
定

 

替
え
る
規
定

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
二
第

第
十
七
条
の
十
一 

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 
 

二
項
第
二
号
及
び

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

 

第
十
七
条
の
十
五

 

十
一 

 
 

第
四
号

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

二
項
第
三
号 

実
施
に
関
す
る
事
務
（

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 

二
項
第
三
号 

実
施 

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 
 

以
下
「
登
録
海
技
免
許

成
に
関
す
る
事
務 

 
 

 

成 

 
 

講
習
事
務
」
と
い
う
。

 
 

 
 

 

 

）

 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
船
舶
職
員
養
成
事
務 

 
 

二
項
第
三
号
及
び

務 
 

 
 

第
三
項
第
四
号
、

 
 

第
十
七
条
の
四
（

 
 

見
出
し
を
含
む
。

 
 

）
、
第
十
七
条
の

 
 

七
（
見
出
し
を
含

 
 

む
。
）
、
第
十
七

 
 

条
の
十
か
ら
第
十
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七
条
の
十
二
ま
で

 
 

並
び
に
第
十
七
条

 
 

の
十
三
第
一
項

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を 

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

三
項
第
二
号 

行
う
者
（
以
下
「
登
録

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 

三
項
第
二
号
及
び

 

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 
 

海
技
免
許
講
習
実
施
機

成
を
行
う
者 
 

第
十
七
条
の
十 

 

成
を 

 
関
」
と
い
う
。
）

 

 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
実

登
録
船
舶
職
員
養
成
実
施

 
 

三
項
第
二
号
、
第

施
機
関 

機
関 

 
 

十
七
条
の
四
、
第

 
 

十
七
条
の
五
、
第

 
 

十
七
条
の
六
第
一

 
 

項
、
第
十
七
条
の

 
 

七
か
ら
第
十
七
条

 
 

の
十
二
ま
で
及
び

 
 

第
十
七
条
の
十
三

 
 

第
一
項

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

三
項
第
四
号 

務 

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 
 

 
 

 

成
に
関
す
る
事
務

 

 

第
十
七
条
の
三
第

前
二
条

前
条
及
び
第
十
七
条
の
十

 

第
十
七
条
の
三
第

前
二
条

第
十
七
条
の
十
八
及
び
第

 

二
項

八

 

二
項

十
七
条
の
十
九
に
お
い
て

 
 

準
用
す
る
第
十
七
条
の
二

 

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

 
第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

び
第
十
七
条
の
九

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

二
第
一
項

 

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
五

第
十
七
条
の
二
第
三
項

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
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で

二
第
三
項
第
二
号
か
ら
第

 
 

五
号
ま
で

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
六
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
船
舶
職
員
養
成
事
務

 
 

一
項

務
の

の

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

第
十
七
条
の
十 

登
録
海
技
免
許
講
習
を 

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設

 

第
十
七
条
の
十

第
十
七
条
の
四

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 

に
お
け
る
船
舶
職
員
の
養

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 

成
を

 

四

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 

第
一
号

第
一
号
又
は
第
三
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

二
第
二
項
第
一
号
又
は
第

 
 

三
号

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
五
か
ら
第

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 
 

 

第
二
号

十
七
条
の
七
ま
で
、
第

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

 
 

 

十
七
条
の
八
第
一
項
又

五
か
ら
第
十
七
条
の
七
ま

 
 

 
 

 

は
次
条

で
、
第
十
七
条
の
八
第
一

 
 

項
又
は
第
十
七
条
の
十
二

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
八
第
二
項

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 
 

 

第
三
号

各
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

八
第
二
項
各
号

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
十
一

前
二
条

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 
 

 

第
四
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

九
及
び
第
十
七
条
の
十

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
第
十
七
条
の
十
五

第
十
七
条
の
五

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

 
 

 

第
二
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の

 
 

五

 

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
十
五

第
十
七
条
の
七

第
十
七
条
の
十
九
に
お
い

 
 

第
三
号

て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
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七

 
 

（
乗
組
み
基
準
）

（
乗
組
み
基
準
）

第
五
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
乗
組
み
基
準
は
、
別
表
第
一
各
号
の
表
（
以

第
五
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
乗
組
み
基
準
は
、
別
表
第
一
各
号
の
表
（
以

下
「
配
乗
表
」
と
い
う
。
）
の
船
舶
の
欄
に
掲
げ
る
船
舶
（
小
型
船
舶
以
外

下
「
配
乗
表
」
と
い
う
。
）
の
船
舶
の
欄
に
掲
げ
る
船
舶
（
小
型
船
舶
以
外

の
船
舶
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
配
乗
表
の
船
舶
職
員
の
欄
に
定
め
る

の
船
舶
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
配
乗
表
の
船
舶
職
員
の
欄
に
定
め
る

船
舶
職
員
と
し
て
、
配
乗
表
の
資
格
の
欄
に
定
め
る
資
格
（
そ
の
資
格
が
別

船
舶
職
員
と
し
て
、
配
乗
表
の
資
格
の
欄
に
定
め
る
資
格
（
そ
の
資
格
が
別

表
第
一
第
三
号
の
表
の
船
橋
当
直
三
級
海
技
士
（
航
海
）
又
は
機
関
当
直
三

表
第
一
第
三
号
の
表
の
船
橋
当
直
三
級
海
技
士
（
航
海
）
又
は
機
関
当
直
三

級
海
技
士
（
機
関
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
級
海
技
士
（
航
海
）
又

級
海
技
士
（
機
関
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
級
海
技
士
（
航
海
）
又

は
三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
資
格

は
三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
資
格

に
つ
い
て
の
海
技
免
許
を
受
け
た
者
を
乗
り
組
ま
せ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

に
つ
い
て
の
海
技
免
許
を
受
け
た
者
を
乗
り
組
ま
せ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

 
 

よ
る
。

よ
る
。

 
 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
） 

 

第
六
条　

法
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す

（
新
設
）

る
。

（
登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
機
関
等
に
関
す
る
読
替
え
） 

 

第
七
条　

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

（
新
設
） 

り
と
す
る
。 

 

 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

 
 

 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

替
え
る
規
定

 

 

第
十
七
条
の
五 

第
十
七
条
の
二
第
三
項

第
二
十
二
条
の
五
第
三
項

 

 
 

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で 

 

 

で

 

 

第
十
七
条
の
六
（

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
事

 

 

見
出
し
を
含
む
。

務
規
程 

務
規
程 
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）

 

 
第
十
七
条
の
九 

登
録
海
技
免
許
講
習
が

登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
機

 

 
 

第
十
七
条
の
二
第
一
項

関
が
第
二
十
二
条
の
五
第

 

 

の
規
定

一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

 

 

の
い
ず
れ
か

 

 

同
項
の
規
定

当
該
要
件

 

 

第
十
七
条
の
十
一

第
四
条
第
二
項 

第
二
十
二
条
の
四 
 

 

、
第
十
七
条
の
十

 
 

 

 

四
並
び
に
第
十
七

 
 

 

 

条
の
十
五
第
一
号

 
 

 

及
び
第
四
号

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項

第
一
号

第
一
号

第
一
号

第
八
条
・
第
九
条　

（
略
）

第
六
条
・
第
七
条　

（
略
）

 
 

（
登
録
特
定
操
縦
免
許
講
習
機
関
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
特
定
操
縦
免
許
講
習
機
関
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
条　

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

第
八
条　

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

 
 

表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

法
の
規
定
中
読
み 

 
 

 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第

び
第
十
七
条
の
九

一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
九 

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条　

（
略
）

第
九
条　

（
略
）
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（
登
録
小
型
船
舶
教
習
所
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
小
型
船
舶
教
習
所
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
二
条　

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

第
十
条　

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の 

 
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 

法
の
規
定
中
読
み

法
の
規
定
中
読
み

 
 

 
 

 
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

第
二
十
三
条
の
三
十
第
一

び
第
十
七
条
の
九

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
九

登
録
海
技
免
許
講
習
が

登
録
小
型
船
舶
教
習
所
に

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
）

第
十
七
条
の
二
第
一
項

お
け
る
小
型
船
舶
操
縦
者

の
規
定

の
教
習
又
は
登
録
小
型
船

舶
教
習
実
施
機
関
が
第
二

十
三
条
の
三
十
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か

同
項
の
規
定

当
該
要
件

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
二
十
三
条
の
三
十
第
二

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
二
十
三
条
の
三
十
第
二

第
一
号

第
一
号

項
第
一
号

第
一
号

第
一
号
又
は
第
三
号

項
第
一
号
又
は
第
三
号

 
 

（
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条　

法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

第
十
一
条　

法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

 
 

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 

法
の
規
定
中
読
み

法
の
規
定
中
読
み

 
 

 
 

 
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

第
二
十
三
条
の
三
十
四
に

 
 

 

び
第
十
七
条
の
九 

 

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

三
条
の
三
十
第
一
項
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
九 

登
録
海
技
免
許
講
習
が

登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

第
十
七
条
の
二
第
一
項

習
又
は
登
録
操
縦
免
許
証

 
 

 

の
規
定 

更
新
講
習
を
行
う
者
が
第

 

二
十
三
条
の
三
十
四
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
三

条
の
三
十
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

同
項
の
規
定

当
該
要
件 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
二
十
三
条
の
三
十
四
に

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

第
二
十
三
条
の
三
十
四
に

第
一
号 

第
一
号 

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

第
一
号 

第
一
号
又
は
第
三
号 

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

 

三
条
の
三
十
第
二
項
第
一

 
 

三
条
の
三
十
第
二
項
第
一

号

号
又
は
第
三
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三

前
条 

第
二
十
三
条
の
三
十
三

第
二
十
三
条
の
三

前
条
の
規
定 

第
二
十
三
条
の
三
十
三
の

十
第
一
項 

 

十
第
一
項 

 

規
定
及
び
第
二
十
三
条
の

 
 

 
 

三
十
四
に
お
い
て
読
み
替

 
 

 
 

え
て
準
用
す
る
次
条
第
二

 
 

 
 

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

 
 

 
 

二
十
三
条
の
三
十
三
の
規

定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三 

前
二
条

前
条
及
び
第
二
十
三
条
の

第
二
十
三
条
の
三 

前
二
条

第
二
十
三
条
の
三
十
三

十
一
第
二
項

三
十
三

十
一
第
二
項

第
十
四
条
・
第
十
五
条　

（
略
）

第
十
二
条
・
第
十
三
条　

（
略
）
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別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
五
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
） 

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
） 

（
略
）

（
略
）
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○
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る

 
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
登
録
電
子
通
信
移
行
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
登
録
電
子
通
信
移
行
講
習
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
一
条　

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「

第
一
条　

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「

一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は

一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は

 

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

 
 

 

読
み
替
え
る
船
舶

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
船
舶

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

 
 

 
 

 

職
員
及
び
小
型
船

職
員
及
び
小
型
船

 
 

 
 

 

舶
操
縦
者
法
の
規

舶
操
縦
者
法
の
規

 

定

定

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
二
第

前
条 

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職

 

一
項 

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

 

法
律
附
則
第
六
条
に
お
い

 

て
準
用
す
る
第
十
七
条

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
二
第

前
条

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職

 

二
項

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

 

法
律
（
以
下
「
一
部
改
正

 

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

 

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

 

第
十
七
条

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

 
第
十
七
条
の
二
第

第
十
七
条
の
十
一 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

 
二
項
第
二
号
及
び

 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 

第
十
七
条
の
十
五

七
条
の
十
一 

 

第
四
号

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
の 

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

二
項
第
三
号 

実
施
に
関
す
る
事
務
（

の
実
施
に
関
す
る
事
務 

 

二
項
第
三
号
及
び

 

の 
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以
下
「
登
録
海
技
免
許

 

第
三
項
第
三
号 

講
習
事
務
」
と
い
う
。

 

）

 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

 
 

 
 

二
項
第
三
号
及
び

務 

事
務 

 
 

 

第
三
項
第
四
号
、

 
 

 
 

 

第
十
七
条
の
四
（

 
 

 
 

 

見
出
し
を
含
む
。

 
 

 
 

 

）
、
第
十
七
条
の

 
 

 
 

 

六
第
一
項
、
第
十

 
 

 
 

 

七
条
の
七
（
見
出

 
 

 
 

 

し
を
含
む
。
）
、

 
 

 
 

 

第
十
七
条
の
十
か

 
 

 
 

 

ら
第
十
七
条
の
十

 
 

 

二
ま
で
並
び
に
第

 
 

 

十
七
条
の
十
三
第

 
 

 

一
項

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
を 

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

三
項
第
二
号 

行
う
者
（
以
下
「
登
録

を
行
う
者 

 

三
項
第
二
号 

 

を 

海
技
免
許
講
習
実
施
機

 
 

関
」
と
い
う
。
）

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習 

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習 

 

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
実

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

三
項
第
三
号 

 
 

 

三
項
第
二
号
、
第

施
機
関 

実
施
機
関 

 
 

十
七
条
の
四
、
第

 
 

 
 

十
七
条
の
五
、
第

 
 

 

十
七
条
の
六
第
一

 

 

項
、
第
十
七
条
の

 

 

七
か
ら
第
十
七
条

 

の
十
二
ま
で
及
び
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第
十
七
条
の
十
三

 

第
一
項

第
十
七
条
の
二
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

 

第
十
七
条
の
三
第

前
二
条 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

三
項
第
四
号

務 

の
実
施
に
関
す
る
事
務 

 

二
項 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 

七
条
及
び
第
十
七
条
の
二

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
四
及

第
十
七
条
の
二
第
一
項 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

 

び
第
十
七
条
の
九 

 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 

七
条
の
二
第
一
項

（
削
る
） 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
十
七
条
の
五 

第
十
七
条
の
二
第
三
項

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

 
 

 

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 
 

で 

七
条
の
二
第
三
項
第
二
号

 

か
ら
第
五
号
ま
で

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
六
第

登
録
海
技
免
許
講
習
事

登
録
電
子
通
信
移
行
講
習

 

一
項

務
の

事
務
の

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
）

 

第
十
七
条
の
十 

第
十
七
条
の
四 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

 
 

 
 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 

七
条
の
四

第
十
七
条
の
十
一

第
四
条
第
二
項 

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職

 

第
十
七
条
の
十
一

第
四
条
第
二
項 

一
部
改
正
法
附
則
第
三
条

並
び
に
第
十
七
条

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

並
び
に
第
十
七
条

の
十
五
第
一
号
及

法
律
附
則
第
三
条

の
十
五
第
一
号
及

び
第
四
号

び
第
四
号

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
二
第
二
項

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
一
号 

第
一
号
又
は
第
三
号 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

七
条
の
二
第
二
項
第
一
号

又
は
第
三
号

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
五
か
ら
第

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
二
号 

十
七
条
の
七
ま
で
、
第

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

 

十
七
条
の
八
第
一
項
又

七
条
の
五
か
ら
第
十
七
条

は
次
条 

の
七
ま
で
、
第
十
七
条
の
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八
第
一
項
又
は
第
十
七
条

の
十
二

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
一

第
十
七
条
の
八
第
二
項

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
三
号 

各
号 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

七
条
の
八
第
二
項
各
号

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
一

前
二
条 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
四
号 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

七
条
の
九
及
び
第
十
七
条

の
十

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
十
七
条
の
十
五

第
十
七
条
の
五 

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
二
号 

 

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

七
条
の
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
十
五

第
十
七
条
の
七

一
部
改
正
法
附
則
第
六
条

第
三
号

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

七
条
の
七
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○　

標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

国
家
公
務
員
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
標
準
的
な
官
職
は
、
次
の
表
の
第
一

国
家
公
務
員
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
標
準
的
な
官
職
は
、
次
の
表
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
職
務
の
種
類
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
部
局
又
は
機
関
等
に

欄
に
掲
げ
る
職
務
の
種
類
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
部
局
又
は
機
関
等
に

存
す
る
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

存
す
る
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

 

第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
 

職
務
の
種
類

部
局
又
は
機
関

職
制
上
の
段
階

標
準
的
な
官
職

職
務
の
種
類

部
局
又
は
機
関

職
制
上
の
段
階

標
準
的
な
官
職

 

等

等

一
～
二
十
四　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
二
十
四　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
五　

船
舶

（
略
） 

（
略
） 

（
略
）

二
十
五　

船
舶

（
略
） 

（
略
） 

（
略
）

検
査
の
執
行

検
査
の
執
行

、
船
舶
若
し

、
船
舶
若
し

く
は
物
件
の

く
は
物
件
の

型
式
承
認
の

型
式
承
認
の

執
行
、
型
式

執
行
、
型
式

承
認
を
受
け

承
認
を
受
け

た
船
舶
若
し

た
船
舶
若
し

く
は
物
件
の

く
は
物
件
の

検
定
の
執
行

検
定
の
執
行

、
危
険
物
そ

、
危
険
物
そ

の
他
の
特
殊

の
他
の
特
殊

貨
物
の
積
付

貨
物
の
積
付

け
の
検
査
の

け
の
検
査
の

執
行
、
船
舶

執
行
、
船
舶

に
設
置
さ
れ

に
設
置
さ
れ

る
原
動
機
か

る
原
動
機
か
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ら
の
窒
素
酸

ら
の
窒
素
酸

化
物
の
放
出

化
物
の
放
出

量
確
認
、
原

量
確
認
、
原

動
機
取
扱
手

動
機
取
扱
手

引
書
の
承
認

引
書
の
承
認

、
二
酸
化
炭

、
二
酸
化
炭

素
放
出
抑
制

素
放
出
抑
制

航
行
手
引
書

航
行
手
引
書

の
承
認
、
二

の
承
認
、
二

酸
化
炭
素
放

酸
化
炭
素
放

出
抑
制
指
標

出
抑
制
指
標

に
係
る
確
認

に
係
る
確
認

、
海
洋
汚
染

、
海
洋
汚
染

防
止
設
備
等

防
止
設
備
等

、
海
洋
汚
染

、
海
洋
汚
染

防
止
緊
急
措

防
止
緊
急
措

置
手
引
書
等

置
手
引
書
等

、
大
気
汚
染

、
大
気
汚
染

防
止
検
査
対

防
止
検
査
対

象
設
備
若
し

象
設
備
若
し

く
は
揮
発
性

く
は
揮
発
性

物
質
放
出
防

物
質
放
出
防

止
措
置
手
引

止
措
置
手
引

書
の
検
査
の

書
の
検
査
の

執
行
、
船
舶

執
行
、
船
舶

の
ト
ン
数
の

の
ト
ン
数
の

測
度
の
執
行

測
度
の
執
行

、
船
舶
の
ト

、
船
舶
の
ト

ン
数
に
係
る

ン
数
に
係
る

証
書
等
の
作

証
書
等
の
作
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成
、
船
舶
保

成
、
船
舶
保

安
規
程
の
承

安
規
程
の
承

認
、
有
害
物

認
、
有
害
物

質
一
覧
表
等

質
一
覧
表
等

の
確
認
若
し

の
確
認
若
し

く
は
特
定
日

く
は
特
定
日

本
船
舶
等
の

本
船
舶
等
の

譲
渡
し
等
の

譲
渡
し
等
の

承
認
に
関
す

承
認
に
関
す

る
事
務
、
外

る
事
務
、
外

国
船
舶
に
対

国
船
舶
に
対

す
る
船
舶
の

す
る
船
舶
の

航
行
の
安
全

航
行
の
安
全

の
確
保
、
船

の
確
保
、
船

舶
の
再
資
源

舶
の
再
資
源

化
解
体
の
適

化
解
体
の
適

正
な
実
施
の

正
な
実
施
の

確
保
若
し
く

確
保
若
し
く

は
海
洋
汚
染

は
海
洋
汚
染

等
の
防
止
に

等
の
防
止
に

係
る
監
督
に

係
る
監
督
に

係
る
検
査
の

係
る
検
査
の

執
行
若
し
く

執
行
若
し
く

は
ト
ン
数
に

は
ト
ン
数
に

係
る
証
書
の

係
る
証
書
の

検
査
に
関
す

検
査
に
関
す

る
事
務
、
船

る
事
務
、
船

級
協
会
の
行

級
協
会
の
行

う
船
舶
の
検

う
船
舶
の
検

査
若
し
く
は

査
若
し
く
は
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船
舶
保
安
規

船
舶
保
安
規

程
の
審
査
の

程
の
審
査
の

事
務
の
審
査

事
務
の
審
査

に
関
す
る
事

に
関
す
る
事

務
若
し
く
は

務
若
し
く
は

水
上
運
送
事

水
上
運
送
事

業
に
係
る
エ

業
に
係
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の

ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理

使
用
の
合
理

化
に
関
す
る

化
に
関
す
る

報
告
の
徴
収

報
告
の
徴
収

若
し
く
は
立

若
し
く
は
立

入
検
査
（
船

入
検
査
（
船

舶
の
施
設
に

舶
の
施
設
に

関
す
る
も
の

関
す
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

に
関
す
る
事

に
関
す
る
事

務
又
は
船
員

務
又
は
船
員

の
資
格
の
認

の
資
格
の
認

定
の
た
め
の

定
の
た
め
の

試
験
、
水
先

試
験
、
水
先

人
試
験
、
海

人
試
験
、
海

技
士
国
家
試

技
士
国
家
試

験
、
船
員
条

験
、
締
約
国

約
締
約
国
資

資
格
証
明
書

格
証
明
書
若

の
受
有
者
の

し
く
は
漁
船

承
認
の
た
め

員
条
約
締
約

の
試
験
若
し

国
資
格
証
明

く
は
小
型
船

書
の
受
有
者

舶
操
縦
士
国
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の
承
認
の
た

家
試
験
の
試

め
の
試
験
若

験
問
題
の
作

し
く
は
小
型

成
若
し
く
は

船
舶
操
縦
士

試
験
の
執
行

国
家
試
験
の

に
関
す
る
事

試
験
問
題
の

務
を
つ
か
さ

作
成
若
し
く

ど
る
官
職
の

は
試
験
の
執

職
務

行
に
関
す
る

事
務
を
つ
か

さ
ど
る
官
職

の
職
務

二
十
六
～
三
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
六
～
三
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

　

（
略
）

　

（
略
）
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○　

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

 
 

第
百
四
十
三
条　

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
三
条　

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 
 

一
～
八　

（
略
）

一
～
八　

（
略
）

九　

海
技
士
国
家
試
験
、
小
型
船
舶
操
縦
士
国
家
試
験
、
船
員
条
約
締
約
国

九　

海
技
士
国
家
試
験
、
小
型
船
舶
操
縦
士
国
家
試
験
、
締
約
国
資
格
証
明

資
格
証
明
書
又
は
漁
船
員
条
約
締
約
国
資
格
証
明
書
の
受
有
者
の
承
認
の

書
の
受
有
者
の
承
認
の
た
め
の
試
験
、
水
先
人
試
験
及
び
船
員
の
資
格
の

た
め
の
試
験
、
水
先
人
試
験
及
び
船
員
の
資
格
の
認
定
の
た
め
の
試
験
の

認
定
の
た
め
の
試
験
の
試
験
問
題
の
作
成
及
び
試
験
の
執
行
に
関
す
る
こ

 
 

試
験
問
題
の
作
成
及
び
試
験
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

十
・
十
一　

（
略
）

十
・
十
一　

（
略
）
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